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受付順に掲載

質            問

番号 資料名 ページ 行 質    問    事    項

1 1 － 1 様式１－２

  主任技術者（電気）および同（機械）担当者

の一級建築士登録番号を記入する欄があります

が、建築設備士の登録番号を示すことでも良い

でしょうか。

  一級建築士であることが条件であるため、

建築設備士の場合は失格となります。

2 1 － 2 様式１－６

  管理技術者の⑤設計業務の実績欄の右の枠に

「公開」と記載がありますが、「施設完成年月

日」と読み替えて良いでしょうか。

  「施設完成年月」に読み替えて下さい。

3 1 － 3 作成要領 2 28

  「施行中」とは、「設計中」もしくは「工事

中」との理解で良いでしょうか。

  実績として記載出来るものは、設計業務

が完了したものとします。

  施行中は工事施工中と読み替えて下さい。

4 2 － 1 作成要領 1 7

1.設計業務実施上の条件等

  (1)設計業務実施上の条件の1)に、「各主任技

術者は１級建築士であること」とありますが、

設備担当（機械・電気）についても、１級建築

士の資格が必要でしょうか。

  また、必要な場合は協力事務所の担当者を設

備（機械・電気）の主任技術者としてもよろし

いでしょうか。

  前段は、ＮＯ．１をご確認下さい。

  後段は、お見込みのとおりです。

  なお、協力事務所の担当者を主任技術者

に充てる場合は、様式１－２の各技術者の

所属・役職欄には必ず協力事務所の事務所

名から記載して下さい。

5 2 － 2 作成要領 2 13

  上記質問で、設備主任技術者は１級建築士以

外の資格でもよい場合、2.参加表明書等の作成

及び記載上の留意事項(2)その他の添付資料4)

にあります”１級建築士の資格を証する書類”

は、それに代わる保有資格を証する書類と読み

替えてよろしいでしょうか。

  ＮＯ．１をご確認下さい。

1

回          答NO



受付順に掲載

質            問

番号 資料名 ページ 行 質    問    事    項

回          答NO

6 3 － 1 作成要領 2 12

  技術者名簿は一級建築士資格を所持する全社

員が記載対象でしょうか。

  また雇用期間の明記とはどのように表現すれ

ばよろしいでしょうか。

  前段は、一級建築士、建築設備士、技術

士及びその他の資格を有する全社員を対象

とします。

  後段は、採用年月日を記載して下さい。

7 3 － 2 実施要領 3 12

  (1)技術提案書提出者の評価基準と、(2)技術

提案書等の評価基準が分けて記載されています

が、それぞれは独立で、(1)の評価は(2)に加算

されないと考えてよろしいでしょうか。

  また、項目ごとの内訳をお示し頂けますでし

ょうか。

  前段は、（１）と（２）の合計となりま

す。

  後段は、示すことは出来ません。

8 4 － 1 作成要領 1

  設計業務実施上の条件の内、各主任技術者は

、一級建築士であること。とありますが構造に

関しては構造設計一級建築士、電気・機械設備

に関しては設備設計一級建築士と読み替えでよ

ろしいでしょうか。

  一級建築士の資格を有し、所定の参加要

件を満たす者とします。

9 5 － 1

実施要領

設計業務

特記仕様書

１

１～10

  1(4)委託料（88,000千円）は、平成21年度国

土交通省告示第15号別添一第1項(基本設計）・

第2項（実施設計）の標準業務に対するもので

あり、その他追加業務費用（調査・各種申請関

係書類作成・模型・パース費用・解体設計など

）に関する業務費用は別途と考えてよろしいで

しょうか。

  委託料には標準業務以外の追加業務も含

みます。

10 5 － 2

設計業務

特記仕様書

１～10

  設計に必要となる業務で、特記仕様書に記載

のない業務または特記仕様書に明確に仕様が記

載されていない業務費用は別途、もしくはご協

議いただけるものと考えてよろしいでしょう

か。

  例えば、免震を採用した場合の設計及び申請

書類作成に係る費用等。

　設計に必要となる業務費用は、すべて含

みます。

2



受付順に掲載

質            問

番号 資料名 ページ 行 質    問    事    項

回          答NO

11 5 － 3 作成要領 1

  「各主任担当技術者は、一級建築士であるこ

と」と記載がありますが、意匠担当以外の主任

担当技術者は、「一級建築士または各専門分野

の資格を有する者」と考えてよろしいでしょう

か。

（例：設備担当者は通常建築物の設計に必要な

資格である「建築設備士」等の資格を有する

者）

  ＮＯ．１をご確認下さい。

12 5 － 4 作成要領 2

  管理技術者・主任担当技術者の同種施設の実

績を証明するものは、発注者が定めた書式で提

出した体制表や主任技術者届等の書類でよろし

いでしょうか。

  お見込みのとおり。

13 5 － 5 作成要領 2

  同種・類似業務は、「施行中」とありますが

、「設計業務が完了したもの」と考えてよろし

いでしょうか。

  ＮＯ．３をご確認下さい。

14 6 － 1 作成要領 2 12

  技術者名簿（雇用期間を明記したもの）とは

具体的にどのようなものでしょうか。

  ＮＯ．６後段をご確認下さい。

15 6 － 2 作成要領 2 28

  設計事務所の同種および類似実績について施

工中もしくは完成した施設となっていますが、

設計業務が完了した施設も実績としてよろしい

でしょうか。

  ＮＯ．３をご確認下さい。

16 6 － 3 作成要領 6 20

  様式1-10については、枚数の指定がございま

せん。Ａ４ １枚と考えてよろしいでしょうか。

  お見込みのとおり。

3



受付順に掲載

質            問

番号 資料名 ページ 行 質    問    事    項

回          答NO

17 6 － 4 －

  旧庁舎における什器備品や文書保管量の調査

、新庁舎における什器備品のレイアウトや文書

保管計画の立案など、別途業務としてコンサル

ティング業務を委託する予定はございますでし

ょうか。ご教示下さい。

  別途業務として発注する予定はありませ

ん。

－

－

－

－

－

－

4


